
 

旬のキーワードを解説！ 
 

 

［ 年収
ね ん し ゅ う

の壁 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年１２月１７日  日   １４：００～１６：００ 

 

     講 師  

 

 

     対 象  どなたでも   定 員  ２０人（要申込・先着順）   参加費  無料 

 

     会 場  ゆいぽーと５階研修室   申込方法  裏面をご覧ください。 

 

 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと） 
 

https://www.yui-port.city.hiroshima.jp/ 

 

  

か  べ 

 

 

 

２０２４年１０月からは５１人以上企業に拡大  

される、社会保険料の適用拡大。 

加入して働くことで、資産運用、老後資金とお金の

選択肢も拡大。 

 

年収が一定額を超えると、扶養を外れて社会保険料等の

負担が生じる、いわゆる「年収の壁」。 

政府も対策を始めたこのキーワードを解説。 

「壁」を超えるメリット・デメリット等を考えていきます。 

今後の人生設計、働き方の参考になる講座です。 

１０６万円、１３０万円の壁を超える 
～メリットに気がついたら働き方も変わる？～ 

※広島市男女共同参画推進員 

CFP®・特定社会保険労務士 ／  滝口 純子 さん 

託児 
あり 

 
※「広島市男女共同参画推進員」は、男女の人権が尊重され、男女が対等なパートナーとして責任を分かち合い、 

個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現をめざして、地域や職場などで活動しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

ファックスでお申し込みの方は、こちらの参加申込書をご利用ください。     ［FAX］ ０８２-２４８-４４７６ 

「年収の壁」 参加申込書 

名 前
フリガナ

  

年 齢 □１０代 □２０代 □３０代 □４０代 □５０代 □６０代～ 

電話番号 ／ ファックス番号 ／ 

メールアドレス  

講師への事前質問（任意）  

託児の希望 
（６か月～未就学児／定員３人・先着順） 

お子様の年齢          歳      か月 （１２/１７時点） 

 
●申し込みの際等にいただいた個人情報はゆいぽーとの事業以外には使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【本講座関連施策】 

第３次広島市男女共同参画基本計画（２０２１年３月） https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/217988.html 
■ 基本方針２ 働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立 

＞ 基本施策５ 多様な就業ニーズを踏まえた就業支援の推進  ＞ (１) 多様な就業ニーズに対応した就業支援 

 

申し込みフォームをご利用ください。 
 

https://forms.gle/eedYGXXDSJTespvY7 （Google フォーム） 
 

来館、電話、ファックス、電子メール等でも受け付けています。 

下記「参加申込書」にある内容をお知らせください。 

申込締切：２０２３年１２月１０日（日） 

申込方法 

主催・お申し込み・お問い合わせ 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと） 

 
〒７３０-００５１ 広島市中区大手町５丁目６番９号  ［ＴＥＬ］ ０８２-２４８-３３２０  ［ＦＡＸ］ ０８２-２４８-４４７６ 

［Ｅ-Ｍａｉｌ］ info-y@yui-port.city.hiroshima.jp  ［ＵＲＬ］ https://www.yui-port.city.hiroshima.jp/ 

［開館時間］ ９：００～２１：００  ［休館日］ 月曜日・祝日 


